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市内障がい福祉サービス事業所各位

　海老名市保健福祉部障がい福祉課長　
　　

障がい者支援施設等従事者への新型コロナウイルス感染症に係る
予防接種について（依頼）


　日頃より、本市の障がい福祉行政に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
標記の件について、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の優先順位については、初めに医療従事者等、次に高齢者、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する者及び高齢者施設等の従事者への接種とされています。
この高齢者施設等の従事者には、高齢で障がいのある方がいることを踏まえ、障がい者支援施設等も含まれます。障がい者支援施設等の従事者の範囲については、別添のとおり、地域において病床がひっ迫する場合には、在宅の高齢者である障がい者が新型コロナウイルス感染症に感染し、やむを得ず自宅療養を行う場合があり、訪問系サービス等の従事者もこうした自宅療養を余儀なくされる高齢の患者等に直接接することが考えられるため、訪問系サービスも対象と含めることができると通知がありました。
つきましては、自宅療養を余儀なくされている高齢者である障がい者や濃厚接触者に直接接し、障がい福祉サービスの提供等を行う意向がある場合は、別紙登録用紙のご提出をお願いします。
なお、登録を希望しない場合は回答不要です。

記

１　提出書類　　（様式２）訪問系サービス事業所等の登録様式

２　提出方法　　電子メールまたはファックス　

３　提出期限　　令和３年３月26日（金）





事務担当
障がい福祉係　溝呂木
電話　046-235-4813
Fax   046-233-5731
Mail　shougaifukusi@city.ebina.kanagawa.jp
